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衆
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司
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。



衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
ポ
ス
タ
ー
等
に
係
る
公
職
選
挙
法
の
解
釈
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
三
条
第
十
六
項
第
二
号
の
候
補
者
個
人
の
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ

ー
（
公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
公
職
の
候
補
者
等
」
と

い
う
。
）
の
政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
当
該
公
職
の
候
補
者
等
の
氏
名
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
等
の
氏
名
が
類
推

さ
れ
る
よ
う
な
事
項
を
表
示
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
表
面
に
掲

示
責
任
者
及
び
印
刷
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
）
及
び
住
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

ほ
か
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
同
法
上
特
段
の
規
制
は
な
く
、
一
般
的
に
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー

と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
ポ
ス
タ
ー
等
に
係
る
公
職
選
挙
法
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
九

年
二
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
七
〇
号
）
の
一
の
�
に
つ
い
て
は
、
一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま

え
た
も
の
で
あ
る
。

一



二
の
（
�
）
に
つ
い
て

公
職
選
挙
法
第
百
四
十
三
条
第
十
六
項
第
二
号
の
後
援
団
体
の
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
（
同
法
第
百
九
十
九
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
後
援
団
体
（
以
下
「
後
援
団
体
」
と
い
う
。
）
の
政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
当
該
後
援
団
体
の
名
称

を
表
示
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
四
十
三
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
表

面
に
掲
示
責
任
者
及
び
印
刷
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
）
及
び
住
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
ほ
か
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
同
法
上
特
段
の
規
制
は
な
く
、
一
般
的
に
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
ポ

ス
タ
ー
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

後
援
団
体
以
外
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
活
動
を
行
う
団
体
の
政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
同
法
上
特
段
の
規
制
は
な
く
、
一
般
的
に
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
と
認
め
ら

れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

後
援
団
体
を
含
む
政
党
そ
の
他
の
政
治
活
動
を
行
う
団
体
の
政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
の
内
容
に
関
す

る
規
制
に
つ
い
て
は
、
二
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
が
選
挙
運
動
の

二



た
め
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
の
い
ず
れ
の
ポ
ス
タ
ー
の

掲
示
も
公
職
選
挙
法
に
違
反
し
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

ポ
ス
タ
ー
等
に
係
る
公
職
選
挙
法
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
平
成
十
九
年
二
月
十
五
日
提
出
質
問
第
七
〇
号
。
以

下
「
前
回
質
問
主
意
書
」
と
い
う
。
）
の
二
の
�
の
�
に
つ
い
て
は
、
無
所
属
の
現
職
衆
議
院
議
員
で
あ
る
乙
の
後
援
団
体

の
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
関
し
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
三
条
第
十
九
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
定
め
る

期
間
以
外
の
期
間
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
に
お

い
て
は
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
同
法
第
二
百
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
甲
が
市
議
会
議
員
の
選
挙
の
候
補
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、
甲
の
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と

き
は
、
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
）
に
お
い
て
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

前
回
質
問
主
意
書
の
二
の
�
の
�
に
つ
い
て
は
、
無
所
属
の
現
職
市
議
会
議
員
で
あ
る
乙
の
後
援
団
体
の
政
治
活
動
用
ポ

ス
タ
ー
に
関
し
て
は
、
同
法
第
百
四
十
三
条
第
十
九
項
第
三
号
又
は
第
六
号
に
定
め
る
期
間
以
外
の
期
間
に
お
い
て
は
、
一

般
的
に
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す

三



る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
同
法
第
二
百
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
甲
が
衆
議
院
議
員
の
選
挙

の
候
補
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、
甲
の
選
挙
区
に
お
い
て
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四


